
第3回障害児支援の見直  しに関する検討会  

平成20年4月25日（金）  

障害児支援の見直しに関する検討会資料  

平成20年4月25「】  

社会福祉法人  

全国重症心身障害児（者）を守る会  

見直しの基本的な視点についての意見  

このたび、意見発表の機会を設けていただきましたこと、深く感謝申し上げます。  

当会の意見の要旨は次の辿りです。   

Ⅰ 重症心身障害児者に関する法体系について  

児童福祉法  

（都道府県がとることができる措置）  

第63条の3  

都道府県は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の知的障害及   

び重度の肢体不自由が重複している満卿削こついて、その者を垂   

重畳身障害児施設に入所させ、又は指定医療機摘引こ対し、その者を入院さ   

旦1担療等を行うことを委託することができる。  

2 前項に規定する措置は、この法律の適用については、第27条第1項第3   

号又は同条第2項に規定する措置とみなす。  

参議院厚生労働委員会における付帯決議（平成17年10月13日）  

12 重症心身障害児施設における入所者の福祉サービスは、現行のサービス   

水準を後退させることなく継続して受けられるよう配慮すること。   



Ⅱ 見直しの基本的な視点に対する意見   

1 子どもの自立に向けた発達支援について  

（1）重症心身障害児者にとっての自立  

k・支援することを自立支援と月  

巨症心身障害児ポ‾（以卜l重症児者‾lという√、）にあっては、l二】ら］  

性を伸ばすこと、人の愛を感じて表す笑顔や、何かをイ  

r 

】   

パ（1リ、卜l・l  トJ、．い、！．＝、l■トー・．トil、＝川廿＝＝l                        I   l  
（2）発達支援について  

医師が脳波をとるとき母親に声掛けをさせたところ、母親の声に7  

吏親は驚き感動し、それから毎【］声かけをしながら、手を握ったり、身何  

戸びかけに、ある日にっこり笑顔をみせるようになっプ  

いうこれこそ阻止文様の刃本であり、‖J‾能性を伸ばす抑止⊥‾∈あると肘  

援の根底には、常に温かい精神性がなけオ  l 鋸調l      母親       何                             l  

2 子どものライフステージに応じた一貫した支援  

（1）福祉サービス体制の整備   

障害児の自立には、障害の早期発見、早期療育体制を充実し、早期からの  

きめ細かい基本的生活指導・訓練等の発達支援を行い、障害の軽減や生活適  

応能力の体得を支援することから始まり、ライフステージに応じてそれぞれ  

のニーズに適合する充実した関わりをすることが重要な課題である。このた  

め、次の施策が整備され、着実に機能し、障害児の特性に応じて適切に提供  

されることである。  

（∋ 早期発見、早期療育体制の整備  

② 障害の特性に適合した、かつ年齢に応じた適切な療育支援施策の実施 

（2）特別支援教育について  

特別支援学校における医療的ケアの実施については、体制整備が推進され  

ていることに感謝しているが、更なる充実が図られる必要がある。  

19年4月、特別支援学校制度が創設され、障害種別の学校制度の弾力化が  

図られたことは通学児にとって喜ばしいことである。1日も早く医療ケアの   



必要な障害の岬できるように体勢整備を願うもので  

ある。  

（3）重症児者の一貫した処遇体制  

3 家族を含めたトータルな支援について   

わが子の誕生時、またその後に障害があると分かった時、親、家族はその  

ことをすぐには受け容れられない。それは、殆どの親たちが見せる最初の自   



（1）障害児本人に対する支援  

① 障害福祉施策等の社会的な支援があることは親に安心感を与える。  

治療・訓練・口常牛活（場所・介護・社会参加を含む）支援、手当年  

金等の所得支援、教育的支援  

② 支援の場所：入所施設、適所施設、学校教育、その他  

（2）家族への支援（精神的・実際的）   



4 できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援  

重症児をもつ親の人たちは、  吋能な限り、地域でともに暮らしたい と願っ  

在宅支援諸施策の充実が望まれている。  ている。このためには、  

（1）重症児者の在宅支援   

地域で生活するには、在宅医療（訪問医療・訪l肛看護、緊急の医療入院）  

や、在宅サービス（入浴介助・介護人派遣、短期入所など）の充実が図られ  

る必要がある。特に短期人J岬二で極めて重要なものである  

が、重症児者には医療的ケアが必要なこともあって、利川場所（事業者）が  

限られ利川難であることを踏まえ、抜本的な拡充策を検討する必要がある。  

（2）重症児者の日中活動の場（通所・通園）の確保  

巨症児者には、特別支援学校卒業後に生きがいが才  

】  ⊇  E  】   体制 才  
はでは施設入所を選択しなくてヰ  

】    l                 機  持つ利用  
限られており、重症心身障害児者通園事業の果たす役割はきわめて大  

拡がらないのが実1  

7      閉             l  
作業所などの適切ではない場所に通っているのが実態であり、地域  

旨が通園できる場所の法定化  身近な所で重症児者が通園できる場所の法定化  

（3）生活場所の自己選択  

重度障害者の生活は、入所施設や家族との同居によって支えられての生活  

のみであってはならないのは当然のことである。成人で自己選択ができる人  

にあって廷、いかに障害が重くとも、地域で、個人で独立して生活を営むこ  

とが可能であるように支援に配慮がなされるべきである。   

したがって、自己の意思が伝達でき、かつ、医療的ケアの必要度が少ない  

人については、ケア付グループホームなどでの生活が推進されることが必要  

である。この場合、介護支援スタッフが十分確保されること、医療的ケアに  

即応できることが条件となる。  

注 ①ケアホームで生活できるような、自分で意思を伝達できる状態の人は、重症心身   

墜宣桝義からみて本来の重症心身障害ではないと思われる。   

②本来の重症心身障害児者が 、独立して生活を営むとすれば、自力で生命の危機伝達  

や、生活上の要求を伝えることができないので、24時間の見守りや介護が必要で  

あり、施設入所と同様に医療・生活支援スタッフが係る必要がある。   




